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第４章  河川の整備の実施に関する事項 

第１節 河川整備の基本的な考え方 

１ 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減 

洪水対策については、既設蓮ダムによる洪水調節、堤防、護岸の整備、河道掘削、樹

木の伐採、橋梁の改築等と合わせて、日常の河川管理、維持により河川整備計画におい

て目標とする洪水に対し破堤等による甚大な被害を防止する。 

高潮、地震・津波対策については、高潮堤防の整備、耐震対策により被害を防止する。 

２ 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持 

水利用の安定性を高めるため、また、流水の正常な機能を維持するために利水者・地

域住民・関係行政機関・河川管理者が一体となった取り組みを進めるものとする。 

  水質に関しては、現在の良好な水質を維持するとともに富栄養化の原因物質の減少に

努める。 

３ 河川環境の整備と保全 

      河川空間の適正な利用については、豊かな自然環境や地域の風土・文化を踏まえ、魅

力的で活力あふれる田川を目指し、多様なレクリエーションや身近な環境教育の場と

して活用、保全に努める。 
河道内の樹木群や頭首工による湛水面、瀬・淵など、豊かな自然環境や景観を形成し、

多様な生物の生息・生育の場を提供しており、それらを保全するため、河川水辺の国勢

調査などの継続的なモニタリング調査による環境の変化の把握、魚類の遡上環境改善の

ための頭首工の管理者への働きかけ、祓川の河川環境保全への対策、蓮ダム貯水池の水

質保全対策を実施する。 
 

 これら、河川の整備にあたっては、それぞれの目標が調和しながら達成されるよう、また、

風土や景観、動植物の生息、生育環境を重視し、総合的な視点で実施する。さらに、計画設計、

施工、維持管理に関してコスト縮減を図る。   
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図 4-2-7 堤防、護岸整備箇所 
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２ 高潮、地震・津波対策 

①高潮堤防整備 

 伊勢湾台風が満潮時に再来しても被害が生じないように、高潮堤防の必要高 T.P.+6.0m

に対して現況堤防高が不足する区間の高潮堤防を整備し完成させる。なお、高潮堤防の整

備区間は河口から約 1.2km である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4-2-4 高潮堤防（高潮対策）の施工場所 

改築される河川管理施設等 
施工の場所 区間 延長 

 機 能 の 概 要

○左岸   
0.15k～1.2 k 1,150m 川表 

 松阪市西黒部町 
-0.15k～1.2 k 1,320m 川裏

○右岸   

0.0 k～0.15k 150m 川裏

0.75k～1.2 k 450m 川表 松阪市松名瀬町 

0.8 k～1.2 k 400m 川裏

高潮堤防 高 潮 災 害 防 止

※ 今後の調査結果等により、新たに対策が必要となる場合がある。 
※ 川表、川裏：堤防を境にして、水が流れている方を川表、住居や農地などがある方を川裏 

写真4-2-3 整備後のイメージ 

写真4-2-2 整備必要区間の現状
現況堤防高が不足しており、伊勢湾
台風が満潮時に再来した場合、高潮被
害の発生が予想される。 

図 4-2-9 高潮堤防整備イメージ
堤防全面をコンクリートで覆い、越波
（高波が構造物上面（天端）を越えること）
しても破堤しない構造としている。 

図4-2-8  高潮堤防整備状況(H15年度末現在)
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 ※計画高潮堤防高 

田川の計画高潮堤防高は、昭和 34 年９月 26 日台風 15 号被災後に結成した、伊勢湾高潮対

策協議会（建設、農林、運輸、大蔵各省、科学技術庁、経済企画庁及び学識経験者により組織

された各省所管の伊勢湾高潮対策事業に関する海岸堤防の築造基本方針を決定する機関で 34

年 11 月 16 日の次官会議で設置が認められたもの）において、伊勢湾の全般的な基本計画が定

められた。 

 

表 4-2-5 計画高潮堤防高及び計画高潮位一覧表 

計画高潮位 河川名 

潮位 偏差 

打上げ 

波高 

余裕高 計画堤防高 高潮区間 

 T.P.    m m m m T.P.    m k

田川 1.04 2.14 2.80 0.02 6.00 0.0～1.2
     （注） 潮位は台風期（７月～１０月）平均満潮位 
          偏差は伊勢湾台風時の最大偏差 
          打上げ波高は伊勢湾高潮対策協議会で決定 
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  ３ 河川整備計画整備箇所 

    河川整備計画において、整備を行う箇所は、表 4-2-7 に示すとおりである。 

 

表 4-2-7 田川河川整備計画での整備一覧表 

施工の場所 区間 
整備延長 

(m) 

左右

岸別
備 考 

0.15k～1.2k 川表 1,150
松阪市西黒部町 

-0.15k～1.2k 川裏 1,320
左岸 （高潮堤防整備） 高さ不足のため 

0.0k～0.15k 川裏 150

0.75k～1.2k 川表 450松阪市松名瀬町 

0.8k～1.2k 川裏 400

右岸 （高潮堤防整備） 高さ不足のため 

松阪市高須町 0.0k～0.2k 川裏 200 左岸 （耐震対策） 
地震による二次災害防止の

ため 

松阪市西黒部町 0.7k～1.3k 
川表

川裏
600 左岸 （耐震対策） 

地震による二次災害防止の

ため 

松阪市松名瀬町 0.0k～1.4k 川裏 1,400 右岸 （耐震対策） 
地震による二次災害防止の

ため 

松阪市東黒部町 1.2k～1.8k 600 右岸 （堤防整備） 
高さ不足のため 

 

松阪市東黒部町～高木町 2.6k～5.5k 2,900 右岸 （堤防整備） 
高さ不足 

堤防断面不足のため 

松阪市西黒部町～清水町 

～山添町 
2.9k～10.4k 7,500 左岸 （堤防整備） 

高さ不足 

堤防断面不足のため 

松阪市西黒部町 2.8k～3.4k 600 左岸
（河道掘削 

・樹木伐採）
水位低下対策のため 

松阪市新屋敷町 

松阪市東久保町 
3.0k 付近 1 橋

左岸

右岸
（橋梁改築） 

水位低下対策のため 

大平橋改築 

松阪市清水町 5.1k～5.5k 400 左岸 （高水護岸整備）
堤防の侵食による被害を防

止するため 

松阪市清水町 5.2k～5.6k 400 左岸 （低水護岸整備）
堤防・河岸の侵食による被

害を防止するため 

松阪市高木町～法田町 6.4k～8.2k 1,800 右岸 （堤防整備） 
高さ不足のため 

堤防断面不足のため 

松阪市豊原町 8.3k～8.9k 600 左岸 （低水護岸整備）
堤防・河岸の侵食による被

害を防止するため 

松阪市法田町 8.6k～8.7k 100 右岸 （堤防整備） 堤防断面不足のため 

松阪市法田町 8.8k～10.5k 1,700 右岸 （堤防整備） 堤防断面不足のため 

   川表、川裏：堤防を境にして、水が流れている方を川表、住居や農地などがある方を川裏 
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図 4-2-12 河川整備計画整備箇所位置図 
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さらに、浸透や地盤等に関する堤防の調査・検討を行い、表 4-2-7 に示す箇所以外にお

いても、対策が必要と判定された場合には、漏水対策などの堤防質的整備を講じる。 

これらの整備の実施により河道掘削などを行う場合には、環境調査を実施するとともに、

騒音・濁水対策などに対しても必要な対策を講じる。 

また、今後の流域の社会情勢や気象の変化等を踏まえ、継続的に流域と河道モニタリン

グの実施、河川水辺の国勢調査アドバイザー＊・河川環境保全モニター＊などの有識者の意

見聴取、環境モニタリング調査等を実施し、環境への影響が最小限となるよう整備を進め

る。 

 
＊河川水辺の国勢調査アドバイザー・・・河川調査や、生物調査を実施するにあたり、それらの計画や実施につ

いて助言頂く専門的知識を有する学識経験者 

＊河川環境保全モニター・・・・・・・・河川環境の情報の把握、保全、創出及び秩序ある河川利用について、

随時河川管理者に助言を頂く、川づくりに熱意ある地域住民 
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第３項 河川環境の整備と保全に関する事項 

 １ 河川空間の利用  

人と川が触れあえ、自然観察や学校教育の場など多様な利用ができるよう、堤防・護岸

等の整備にあたっては、関係住民の意見を聞きながら安全性に配慮し、子供からお年寄り

まで安心して川に近づける階段・スロープ等を整備する。 

奥香肌湖春まつりなど多くのイベントが開催されている蓮ダムでは、平成 13 年度に水源

地の自立的、持続的地域活性化のため多目的広場、上下流交流イベントや植樹会などを計

画した「蓮ダム水源地域ビジョン」を策定し、その一つである木場公園の整備のため飯高

町や森を考える会などと「多目的広場実行チーム」を平成 15 年に設立した。 

木場公園は、水と緑に親しむ環境の創出を目的にオートキャンプ場、じゃぶじゃぶ池、

地元木工品加工場、流木のチップ化や木炭を作る施設等を計画しており、今後、地元自治

体とともに整備を行う。 

 

 

 
写真 4-2-4 階段の整備状況（佐奈川合流点(0k)付近） 
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写真 4-2-5 祓川下流部のヨシ原 

２ 良好な環境の保全  

① 河川の縦断的連続性の確保 

頭首工については、魚類の遡上環境を改善するため頭首工の管理者と連携し、魚道の

改築などを図る。 

 

 

② 祓川の河川環境の保全 

自流のほとんどない祓川は、田川本川の

洪水時に祓川水門を閉鎖することにより、一

部区間が水枯れとなり、魚類のへい死が生じ

ている。この状況を改善するため、洪水時の

水量補給や水面確保などの対策が考えられる

が、今後、祓川の管理者である三重県と連携

し魚類の生息環境を保全するため、必要な調査・

検討を行い対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72

 

 

 

平常時は祓川水門から祓川

へ水が分派している。 

 

 

 

本川の洪水時には祓川沿川

の洪水被害を防止するため祓

川水門を閉鎖するため、本川

水位が低下するまで祓川上流

部は一部水枯れとなり、魚類

の生息環境の支障となってい

る。 

 

 

 

祓川に避難池などを設置し魚

が一時的に避難できるように

する。 

 

図 4-2-15   祓川の河川環境の保全の一つのイメージ 

 

 

 

 

平 常 時 

洪 水 時 

対 策 後 
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３ 蓮ダム貯水池の水質保全 

蓮ダム貯水池の水質保全のため、淡水赤潮の対策として表層循環装置や人工生態礁（試験

設置）等の施設を設置し、淡水赤潮を含む植物プランクトンの増殖抑制に努めるとともに、

流入水制御フェンスを設置して濁水及び淡水赤潮の拡散を抑制しているが、今後より抑制効

果を発揮できるよう施設の運用方法を検討していくとともに、新しい技術を取り入れるなど

貯水池の水質保全を図る。 

また、ダム放流水の水質を適正に維持管理するため、ダム貯水池及びダム直下流において

水質観測を行う。 

ダム下流の河床のアーマーコート化や糸状緑藻類の発生という現象に対しては、河川環境

の回復を図るため、砂利をダム下流へ人工的に供給するなど、川が本来持つ川底環境の復元

のための方策について検討を行い、その結果を踏まえて対策を講じる。 
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写真 4-3-2 河川巡視状況 

 

第３節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

第１項 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

１ 河川管理施設等の機能の確保  

 堤防や護岸、ひ門・ひ管などの河川管理施設については、洪水及び高潮に対する所要の

機能が発揮されるよう現機能の把握、評価を行い、計画的に維持補修を行い施設機能の良

好な状態を保持する。特に田可動堰はゲートが腐食するなど老朽化が進んでいることか

らゲートなど設備の補修を行う。 

また、洪水時において操作が必要な蓮ダム及び田可動堰等の安全・確実性を確保し、

迅速かつ適切な操作が可能となるよう施設の高度化、効率化を図るとともに、可動堰等に

ついては遠隔監視等の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平常時の管理 

 河川は、洪水や渇水などにより日々その状況が変化し

ていることから、河川を適正に管理するため、定期的な

縦横断測量や河川巡視、堤防除草等の維持管理を行う。 

 

①河川管理施設等の維持管理 

 災害の発生の防止には、蓮ダム、田可動堰、堤防、

護岸、ひ門等の河川管理施設の機能を十分に発揮させ

ることが必要であり、河川巡視等により施設の状況を

把握するとともに、定期的な点検及び計画的な維持補

修を行い、破損等に対しては適切な補修を行う。 

さらに、河川巡視や水防活動が円滑に行えるよう、管理用通路等を適正に維持管理す

る。 

 許可工作物についても、河川管理上の支障とならないように、定められた許可条件に

基づき適正に管理されるよう施設管理者への指導及び協議を行い、対策又は維持管理に

努める。 

 

 

 

写真 4-3-1 田可動堰の操作状況
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③出水時の巡視 

 洪水時においては、円滑かつ効率的な河川管理施設の管理を行うとともに、堤防等の河

川管理施設や許可工作物の異常を早期に発見し、迅速な水防活動及び堤防法面の崩落など

が生じ重大な被害が想定される場合等に速やかに復旧を行う緊急復旧活動を実施するため

河川巡視を行う。 

 

④地震時の巡視 

三重県全域において、「東南海・南海地震に関わる地震防災対策の推進に関する特別措置

法」（平成 15 年 12 月施行）

に基づく推進地域に指定さ

れていることから、地震時の

情報連絡体制、河川管理施設

等の点検体制及び点検方法

などを確立し、これに則って

迅速な対応を行い二次災害

の防止を図る。 

 また、警戒宣言が発令され

た時は、情報収集、河川管理

施設等の事前点検及び資機

材確保などを行い、地震発生

時における迅速かつ的確な

災害応急対策のための準備を

図る。 

  震度４以上の地震が発生した場合及び東海地震観測情報が発表された場合には、ただち

に防災体制に入り蓮ダム、田可動堰、堤防、護岸、ひ門などの河川管理施設等の状況の

把握、異常の早期発見及び適切な緊急復旧活動などの対策が実施できるよう河川巡視を行

う。 

 

⑤河川管理施設等の災害復旧 

 出水等による漏水や河岸の侵食等により堤防の安全性が損なわれる等、河川管理施設等が

損壊した場合には、速やかに復旧する。 

 

 

図 4-3-7 三重県の地震防災パンフレット 
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③ 節水啓発活動の取り組み 

    水を大切にする節水型の地域づくりにむけ利水者・地域住民へ節水に関する啓発活動

を行い、関係機関や地域住民と一体となった取り組みを進める。 
 

２ 河川の水質保全 

河川の水質については、ＢＯＤを始め生活環境項目である窒素、リンなどの汚濁物質につ

いて採水分析を継続して実施するとともに、良好な水質の維持、保全を図る。 

  また、インターネット等も活用し広く情報提供を行うとともに、関係機関や地域住民との

連携を図り、地域一体となって汚濁負荷量の低減に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-3-1 水質の定期的測定調査項目 

田橋 両郡橋 蓮ダム 田橋 両郡橋 蓮ダム
ｐ Ｈ 13 ※ 12 12 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 6 12

Ｄ Ｏ 13 
※

12 12 フ ッ 素 6 2

Ｂ Ｏ Ｄ 13 ※ 12 12 ホ ウ 酸 2 2

Ｃ Ｏ Ｄ 13 ※ 12 12 フ ェ ノ ー ル 類 6

Ｓ Ｓ 13 ※ 12 12 銅 6

大 腸 菌 群 数 12 6 12 亜 鉛 6

総 窒 素 12 6 12 溶 解 性 鉄 6

総 リ ン 12 6 12 溶 解 性 マ ン ガ ン 6

カ ド ミ ウ ム 6 2 ク ロ ム 6

全 シ ア ン 6 2 フ ッ 素 6

鉛 6 2 ア ン モ ニ ウ ム 態 窒 素 6 12

ク ロ ム （ 六 価 ） 6 2 亜 硝 酸 態 窒 素 6 12

ヒ 素 6 2 硝 酸 態 窒 素 6 12

総 水 銀 6 2 有 機 態 窒 素 6

ア ル キ ル 水 銀 1 2 オ ル ト リ ン 酸 態 リ ン 6 12

Ｐ Ｃ Ｂ 2 2 Ｔ Ｏ Ｃ 6

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 2 総 ク ロ ロ フ ィ ル 12

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 2 濁 度 12 6 12

四 塩 化 炭 素 2 2 電 気 伝 導 度 12 6 12

ジ ク ロ ロ メ タ ン 2 2 塩 化 物 イ オ ン 12 6

1,2 ジ ク ロ ロ エ タ ン 2 2 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 12

1,1,1 ト リ ク ロ ロ エ タ ン 2 2 糞 便 性 大 腸 菌 群 数 12 6 12

1,1,2 ト リ ク ロ ロ エ タ ン 2 2

1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 2

シ ス 1,2 ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 2

1,3 ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 2 2

チ ウ ラ ム 2 2

シ マ ジ ン 2 2

チ オ ベ ン カ ル ブ 2 2

ベ ン ゼ ン 2 2

セ レ ン 2 2
※：年１回の通日調査（２時間間隔）を含む
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図 4-3-14 水質調査地点位置図 
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３ 渇水時の管理 

渇水時において、節水や水利調整を円滑に進

めるよう、関係機関及び地域住民に対し雨量、

流量、水質の積極的な情報提供を行う。 
蓮ダムの貯留量が低減するなど、渇水対策が

必要になる恐れのある場合には「田川渇水調

整協議会」により、水利使用の調整を図る。 
 
 
 
 
 
 

４ 水質事故への対応 

 油類や有害物質が、河川へ流入する水質事故を最小限にするため、常日頃の河川巡視や地

域住民からの情報の入手など日常から良好な水質の保持のため、地域と一体となった取り組

みを強化するとともに、関係機関と連携し水質事故対策訓練を継続的に実施し、水質事故対

策の技術の向上やオイルフェンスや吸着マットなどの水質事故対策資機材の準備を図る。 
水質事故発生時には、「三重四水系水質汚濁対策連絡協議会」を構成する関係機関と連携し、

事故状況、被害状況及び原因把握の情報の迅速な伝達と的確な対策を行い、被害の拡大防止

を図る。 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

表 4-3-3 三重四水系水質汚濁対策連絡協議会組織 

（田川関係） 

設立：平成３年１月 

目的：河川及び水路に係わる水質汚濁対策に関する相互の 
連絡調整を図る。 

   (主な業務) 
    ・水質の常時観測態勢に関する連絡調整 
    ・水質に関する資料の収集、整理、保存 

及び調査、検討、研究 
    ・水質汚濁対策の推進に必要な業務 
    ・水質に関する知識の普及 
 

構  成  機  関 （田川関係） 

国土交通省中部地方整備局  

経済産業省中部経済産業局 

三重県 

松阪市 

多気町 

明和町 

勢和村 

 

表 4-3-2 田川渇水調整協議会組織 

 設立：平成６年７月 

 目的：・田川の渇水時における関係利水
者間の水利使用の調整 
・合理的な水利使用の促進を図る 

     構   成   機   関 

 

国土交通省中部地方整備局 

三重県 

三重県企業庁 

松阪市 

多気町 

中部電力株式会社 

田川祓川沿岸土地改良区 

立
たち

梅
ばい

用水土地改良区 
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               図 4-3-15 田川の利用拠点 

 
 

第３項 河川環境の整備と保全に関する事項 

１ 河川空間の適正な利用 

河川の利用については、流域の豊かな自然環境や地域の風土・文化を踏まえ、魅力的で

活力あふれる田川を目指し、多様なレクリエーションや身近な環境教育の場として、地

域住民に利用されている河川敷公園や桜づつみ、水遊び場や釣り場として利用されている

河原や湛水域、毎年多くの利用客の訪れるアユ釣り場や河口干潟など、人と人、人と自然

がふれあう貴重な空間について、自然との調和に配慮しつつ維持、保全に努める。 

また、利用者が自主的に管理を行う取り組みの促進を図る。 
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河口部干潟（0.0～1.0k付近） 
春の潮干狩り、夏の海水浴、そして冬のノ

リそだなどは、河口の風物詩となっており、

レクリエーションの場、或いは生活の場とし

て利用されている。 
地域の人々との強い結びつきを感じさせ

る空間として維持、保全に努める。 
 
 
 
頭首工湛水域での釣り（4.0～4.4k付近） 

東黒部頭首工湛水域は、コイ、フナなど

の釣り場として地元住民に利用されている。 
川と触れ合う空間として維持、保全に努

める。 

 

 

 

 

河川敷公園（右岸 4.0～4.4k付近） 
高水敷のオープンスペースを利用したラグ

ビー場が整備され、水辺を背景にスポーツ等に

利用されている。 

地域の人々にレクリエーション活動の空間

として維持、保全に努める。 

 

 

 

 

水遊び場（右岸 7.8～8.2k付近） 
田第一頭首工の右岸には広い高水敷と頭

首工下流の砂州では、夏場を中心に水遊びを

行うなど親水の場として多くの家族連れで賑

わいを見せている。 

人々に潤いと安らぎを与える空間として維

持、保全に努める。 

 

 
写真 4-3-8 河口部干潟での潮干狩りの状況 

 
写真 4-3-9 東黒部頭首工湛水域での釣りの状況 

 
写真 4-3-10 河川敷公園の利用状況 

 
写真 4-3-11 田第一頭首工下流の砂州で 

の水遊びの状況 
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佐奈川 桜づつみ公園（右岸 0.0～0.6k付近） 
佐奈川と田川の合流点の桜づつみ公園は、

桜並木やゲートボール場、ミニゴルフ場など

が整備されている。 

住民の憩いの空間として維持、保全に努め

る。 

 

 

 

 

奥香肌鮎釣りトーナメント（松阪市飯高町） 

渓谷美と清流の中でのアユ釣りを楽し

むため、流域外からも多くの人々が集う。 

自然や川と触れあう空間として維持、保

全に努める。 

 

 

 

 

 

奥香肌湖マラソン大会（松阪市飯高町） 

蓮ダムの周辺道路を活用し、毎年秋にマラ

ソン大会が開催されている。 

地域のイベントの空間として維持、保全に

努める。 

 

 

 

 

奥香肌湖春まつり（松阪市飯高町） 

蓮ダム水源地域の自然の豊かさ、水の大切

さ、ダムの必要性を知ってもらうため、毎年 4

月に開催されている。 

   自然と触れあえる空間、地域のイベントの 

空間として維持、保全に努める。 
 

 

  
写真 4-3-13 奥香肌鮎釣りトーナメントの状況 

 

 
写真 4-3-14 奥香肌湖マラソン大会の状況 

 

 
写真 4-3-15 奥香肌湖春まつりの状況 

 

 
写真 4-3-12 桜づつみ公園の利用状況 
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２ 櫛田川の自然環境の保全 

 河川環境の整備と保全に関しては、多様な生物の生息・生育環境を保全するため、チュ

ウサギなど樹木に依存する鳥類の生息場所を提供している河岸沿いに連続する樹木群やコ

アジサシなど多くの貴重な動植物の生育・生息の場である河口部の干潟について、治水面

に配慮しつつ、できる限り保全する。このため、今後の流域の社会情勢や気象の変化を踏

まえ、河川水辺の国勢調査※などの継続的な環境モニタリングを行い、河川環境の変化の把

握に努めつつ、河道掘削や樹木の伐採などの河川整備にあたっては河川環境、景観の保全

に配慮する。 

多様な生物の生息・生育環境と密接に関係している河川水量や水質の保全のため関係機

関や地域住民と一体となった取り組みを進める。 

河川に与える森林の多様な機能が保全されるよう森林の保全、及び田川中流部の減水

区間の回復について関係機関との連携を図る。 

また、身近な自然空間である河川への関心を高め、現在の田川の河川環境の実態の共

有等ができるよう、水生生物の調査などの体験学習を継続的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：「河川水辺の国勢調査」は、河川事業、河川管理等を適切に推進させるため、河川を環境という観点から

とらえた定期的、継続的、統一的な河川に関する基礎情報の収集整備を図るものである。本調査の成果は、

河川に関する各種計画の策定、事業の実施、河川環境の評価とモニタリング、その他河川管理の様々な局

面における基本的情報として活用されるとともに、河川及び河川における生物の生態の解明等のための各

種調査研究に資することを目的としている。 

なお、田川ではこれまでに魚介類や植物などの生物調査や河川空間利用実態調査などを実施してきて

おり、おおむね基礎情報の収集ができつつあることから、これまでの調査に加え、田川の特徴を生かし

た調査項目を検討し、実施していく。 
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 大臣管理区間における田川の特徴的な自然環境は図 4-3-16 に示すとおりであり、これら

の自然環境の維持、保全に努める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-3-16 特徴的な自然環境 
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河口部の干潟（0.0～1.0k 付近） 

河口部に広がる干潟は、アイアシ、フクド、ハマボ

ウなどの海浜性植物や、ゴカイなど汽水性の底生動物

が多く生息するほか、シギ、チドリ類などの集団分布

地となっている。また、コアジサシの繁殖地もみられ

るなど、多様な生物の生息・生育の場となっている干

潟の保全に努める。 

 

 

発達した河畔林（4.4～5.0k 付近、6.0～7.0k 付近） 

 東黒部頭首工から田可動堰間の高水敷には、竹

類、エノキ、ジャヤナギ、カワラハンノキ等の河畔

林が繁茂している。特に、魚見橋上流（4.4～5.0k

付近）、田第二頭首工上流（6.0～7.0k 付近）は河

畔林が発達しており、チュウサギやカワウなどの集

団営巣地など、多くの鳥類の生息・生育の場となっ

ている河畔林の保全に努める。 

 

 

 

広い湛水面と水際の植生（10.5～11.5k 付近） 

 田可動堰上流には広い湛水面が広がり、左岸の

神山などと一体となった良好な景観の場として保全

に努める。また、高水敷には竹類やムクノキ・エノ

キ等の河畔林が見られるとともに、田可動堰の湛

水区間である佐奈川合流点に湿地がありイチモンジ

タナゴ等の魚類やタマシギ、クイナなどがみられる

など、多様な生物の生息・生育の場となっている河

畔林や湿地の保全に努める。 
 

 

両岸に連続する河畔林（14.0～17.0k 付近） 

 両郡橋より上流には、水際に竹類を主体とする河畔

林が発達しており、野鳥の飛来地となっている。また、

瀬・淵が発達した変化にとんだ田川の流れと河畔林

が調和し、田川の代表的な景観を形成している。 

 このような良好な景観の場として保全に努める。 

 

 

写真 4-3-16 河口に広がる干潟 

写真 4-3-17 高水敷の河畔林（魚見橋上流） 

写真 4-3-19 連続する河畔林（両郡橋上流） 

  

神山 

写真 4-3-18 田可動堰の湛水面 
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アユの産卵場となる瀬（3.4k 付近、14.0～14.4k 付近） 

 アユの川として知られている田川には、両郡橋下流及び東黒部頭首工下流に、アユの産卵

場となる浮石状態の瀬が存在する。このような瀬・淵など変化に富んだ河川環境の保全に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-3-20 アユ産卵場となる瀬（両郡橋下流） 

 

射和の古い街並みと田川の清流が調和した独特の風情 

 伊勢本街道の宿場町相可と室町時代より丹生の水銀を使った軽粉製造で膨大な富を得て、松

阪商人の発祥の地となった射和、中万
ちゅうま

を結ぶ両郡橋付近は、往時の繁栄の名残を今に残す射和

商人の古い街並みと田川の清流が調和した独特の風情をかもしだしており、地域の風土と歴

史を感じさせる空間としての河川環境の保全に努める。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-3-21 射和の古い街並み 

 






